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 糸生小学校では、児童のみなさんが学習用タブレット（以下「タブレット」）を学校や家庭で使う

ためのルールを作りました。ルールを守って、安心・安全にタブレットを活用していきましょう。 

１ タブレットを使用する目的                               

 ◆タブレットは、学校の授業での活用に加えて、家庭でのオンラインによる学習や学校から与えら

れた宿題の取り組みに活用するなど、さまざまな学習活動のために使います。 

２ タブレットを使うとき                                 

 ◆タブレットは、学校がみなさんに貸し出すものです。卒業まで使用しますので、大切に取り 

扱いましょう。 

 ◆家庭で使うときは、使う場所や時間について、家の人と約束を決めて使いましょう。 

３ 安全に使うために                                   

 ◆インターネットには閲覧制限がかけられていますが、もしもあやしいサイトにアクセスし 

てしまったときはすぐに画面を閉じ、先生または家の人に知らせましょう。 

 ◆閲覧したホームページの履歴が残ります。安全に注意して正しく使われているか、先生が 

履歴を点検することがあります。 

 ◆ＵＳＢメモリなどの外部記憶装置をつなぎません。 

４ 個人情報など                                     

 ◆タブレットを他人に貸したり、使わせたりしません。 

 ◆自分のパスワードを教えたり、他の人のパスワードを使ったりしません。 

５ カメラでの撮影など                                  

 ◆「１ タブレットを使用する目的」のとおり、学習活動以外でカメラやマイクは使いません。 

 ◆学習時、カメラで人や物を撮影するときは、勝手に撮らず、必ず撮影する相手や所有者に許可を

もらいましょう。 

６ データの保存                                     

 ◆タブレットで作ったデータやインターネット上のデータ（テキスト、音声、画像、動画フ 

ァイルなど）は、学習活動で作ったり、使ったりしたものだけ保存しましょう。 

７ 各種設定の変更                                    

 ◆学校の授業で使いにくくなるので、デスクトップのアイコンの並び方や位置、背景の画 

像・色などのタブレットの設定は、勝手に変えません。 

 ◆認められたアプリ以外はインストールしません。 

８ その他                                        

 ◆ご家庭での充電にご協力ください。 

◆ルールを守れないとき（特に学習以外に使用したとき）は、タブレットを使うことができなくな

ります。 

◆ご家庭においても、学習以外に使用しないようご指導をお願いします。 

保護者のみなさまへ 

◆お子さまがルールを守ってタブレットを有効に使っていただけるよう、ご協力をお願いします。 

 ◆故障・破損における事由によっては、修理代を負担していただく場合があります。 


